
令和７年第１２回 琴浦町教育委員会定例会【成議書】

と き：令和７年１０月２７日（月）13:30～

ところ：まなびタウンとうはく 小会議室

１ 開 会

２ 議事録署名委員の指名 （鍛川委員、吉川委員）

３ 教育長あいさつ

４ 各課報告

（１）教育総務課

・就学援助認定について

・就学援助認定取消について

・校区外・区域外就学の承認について

・令和７年度中部地区中学校新人大会の結果について（報告）

・令和７年度中部地区中学校駅伝競走大会の結果について（報告）

・主な学校関係行事

（２）社会教育課

・各地区公民館まつり・作品展の開催について

・「中部ハイスクールフォーラム 2025」の開催について

・文化財主事の募集について

（３）人権・同和教育課

・４町連携人権啓発番組について

５ 報告事項

報告第５号 専決処分（琴浦町立学校職員の服務に関する規程の一部を改正する

訓令について）

６ その他

（１）生徒指導報告について

７ 閉 会
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【次回の予定】定例会：令和 7年１１月２６日（水）１３時３０分～
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　　もっと知りたい琴浦町
　　令和７年度ことしの仕事（抜粋） 
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令和７年 10月教育委員会定例会報告

教育総務課

１．就学援助認定について

２．就学援助認定取消について

３．校区外・区域外就学の承認について
琴浦町立小学校及び中学校の校区外就学等に関する認定要綱の規定に

より、次のとおり承認しました。

４．令和７年度中部地区中学校新人大会の結果について（報告）
別紙のとおり

５．令和７年度中部地区中学校駅伝競走大会の結果について（報告）
別紙のとおり

６．主な学校関係行事

学校名 学年 要 件 認定日

八橋小 3 要保護者の該当 １０月２０日

学校名 学年 要 件 取消日

東伯中 3
児童扶養手当資格喪失 ９月２３日

東伯中 1

承認校 学年 指定校 現住所 承認期間 要 件

船上小 3年 城北小 鳥取市商栄町 ～9月 30 日 年度途中の転居

船上小 1年 城北小 鳥取市商栄町 ～9月 30 日 年度途中の転居

10/28 鳥取県駅伝
11/1 中学校文化祭（東伯中、赤碕中）
11/19 中文祭
11/21 体験的学習活動等休業日
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令和７年度 中部地区中学校新人大会の結果について（報告）

教育総務課

１０月３日（金）・４日（土）の両日、中部地区中学校新人大会が開催されました。その結果を以下の
とおり報告します。

【野球】
（１回戦） 東伯・赤碕・倉吉西 ３－２ 大栄・北条・三朝
（決 勝） 東伯・赤碕・倉吉西 ４－０ 倉吉東・河北 優勝（スポレク出場）

【バレーボール（女）】
（予選リーグ）東伯 ０－２ 倉吉西、 東伯 ０－２ 湯梨浜

赤碕 ０－２ 大栄 、 赤碕 ２－０ 河北
（決勝リーグ）赤碕 １－２ 倉吉東、 赤碕 ０－２ 倉吉RED PEARS

【バスケットボール（男）】
（１回戦） 東伯・赤碕 ７６－３９ 北条
（準決勝） 東伯・赤碕 ３９－４４ 鴨川
（3位決定戦） 東伯・赤碕 ２４－６５ 湯梨浜 ４位（スポレク出場）

【ソフトテニス（男）】
（団体）（２回戦） 東伯 １－２ 湯梨浜
（個人） 東伯 ベスト８ １ペア、ベスト 12 １ペア

【ソフトテニス（女）】
（団体）（２回戦） 赤碕 ２－１ 倉吉東

（準決勝） 赤碕 ２－１ 北条
（決 勝） 赤碕 ０－２ 湯梨浜 赤碕：準優勝（スポレク出場）

（個人） 赤碕 第３位 １ペア

【バドミントン】
（個人）ダブルス 東伯 ベスト８ １ペア

【卓球】
〈男子団体〉
予選リーグ 東伯 ３－０ 赤碕、 東伯 ３－０ 河北、 東伯 ３－０ 湯梨浜

赤碕 ３－０ 河北、 赤碕 ２－３ 湯梨浜
決勝トーナメント 東伯 ３－０ 大栄、 東伯 ３－２ 北条
決 勝 東伯 ２－３ 久米 東伯：準優勝（スポレク出場）

〈男子個人〉２年 東伯 ３位、 赤碕 ベスト８、ベスト 16 ２名
１年 東伯 ベスト８

〈女子個人〉２年 東伯 ベスト８
１年 東伯 ３位

【剣道】
〈男子団体〉東伯 第４位 〈女子団体〉東伯 優勝
〈女子個人〉東伯 優勝、準優勝 東伯（女）：優勝（スポレク出場）

スポーツ・レクリエーション祭出場
【東伯中】野球、バスケットボール、卓球男子団体、剣道女子団体、陸上競技
【赤碕中】野球、バスケットボール、ソフトテニス女子団体、陸上競技
※ソフトテニス男女個人に複数ペア出場（申込制）
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令和７年度 中部地区中学校駅伝競走大会の結果について（報告）

教育総務課

１０月１６日（木）、東郷運動公園周回コースにて男女各１１校が出場して、中部地区中
学校駅伝競走大会が開催されました。その結果を以下のとおり報告します。

【女子】
東伯中学校 第８位
赤碕中学校 第３位

（区間賞）３区 佐伯希恵瑠（赤碕）

【男子】
東伯中学校 第９位
赤碕中学校 第５位

（区間賞）なし

赤碕中学校男子及び女子チームが１０月２８日（火）に
ヤマタスポーツパーク周回コースにて開催される鳥取県
中学駅伝競走大会に出場します。
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令和７年10月教育委員会定例会報告

社会教育課

１．各地区公民館まつり・作品展の開催について

下記一覧表のとおり開催されますので、ご案内します。

２．「中部ハイスクールフォーラム2025」の開催について

中部地区の高校生が、地域の課題の解決、地域との連携事業案のプレゼンテー

ションを行います。また、参加者と高校生が少人数のグループに分かれ、トーク

テーマに沿った意見交換が行われます。

今回は琴浦町での開催です。

※中学生にはちらしを配布し、マイクロバスを準備します。

開催日時：12月 7日（日）13：30～16：30（受付：12：45開始）

会 場：琴浦町生涯学習センター まなびタウンとうはく

内 容：プレゼンテーション（13：30～）

グループトーク（１５：１０～）

講評（１６：１５～）

３．文化財主事の募集について

令和８年４月採用予定の職員採用試験を実施します。

募集期間：１０月10日～１１月２５日（必着）

試験日：１２月７日(日）8：50～（教養試験、適性検査、専門試験、面接）

受験資格：昭和55年４月２日以降生まれ（４５歳未満）で、①②いずれかに

該当する人

①大学等で考古学・歴史学・文化財学等を履修

②調査員として埋蔵文化財発掘調査の経験がある

名 称 日 時 会 場

 森の芸術展２０２５
11 月 8日（土）～10日（月）

9：00～16：00
古布庄地区公民館

いさい住民作品展

11 月 15 日（土）9：00～16：00

11 月 16 日（日）9：00～12：00

※16 日のみ：9：00～12：00

（16 日 じげもん感謝祭 ）

旧以西小学校体育館

 八橋地区公民館まつり
11 月 16 日（日）

9：00～15：00
八橋地区公民館

 上郷地区公民館まつり
11 月 22 日（土）9：30～16：00

23 日（日）9：30～12：00
上郷地区公民館
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令和７年１０月教育委員会定例会報告

人権・同和教育課

１ ４町連携人権啓発番組について

テーマ：｢バイアス（人の思考や判断の偏り）について｣

ねらい：鳥取県人権文化センターが制作された｢バイアス、ミナオス？｣の動

画を視聴いただきながら、誰もが持っているバイアスについて考え、

家庭や職場、地域で今一度人権について考え、自分自身を振り返る機

会としてもらう。

放送日： ＴＣＣ ：１０月１９日（日）、１１月２日（日）

ＴＣＣＰｌｕｓ：１１月９日（日）～１５日（土）

１２月４日（木）～１３日（土）

※放送時間など詳細は別紙チラシをご覧下さい。
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＜問合せ先＞　琴浦町教育委員会 人権・同和教育課：５２－１１６２

人権尊重の町 
～湯梨浜町・北栄町・琴浦町・三朝町～ 

　

４町連携人権啓発番組
 

鳥取県人権文化センター制作

「バイアス、ミナオス？」　

　　鳥取県人権文化センターが制作された「バイアス、ミナオス？」の動画を視聴していただきながら、

　　皆さんが持っている「バイアス（人の思考や判断の偏り）」について考えてみましょう。

  　　家庭や職場、地域で今一度、人権について考え自分自身を振り返る機会にしてください。

第2部

　

10月19日(日)・11月 2日(日)

18時～　 60分サイクル放送
ＴＣＣ

　 日 月 火 水 木 金 土 

11月 
　 　 　 　 　 　 　 

9 10 11 12 13 14 15 

12月 
　 　 　  4 5 6

7 8 9 10 11 12 13　 

ＴＣＣ
Ｐｌｕｓ

ＮＣＮ

①9時～②12時～③15時～④18時～⑤21時～

令和８年２月 放映予定 　

※12月は県議会中継の放送が入る場合があるため放送ができないことがあります。
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報告第５号

専決処分（琴浦町立学校職員の服務に関する規程の一部改正について）

琴浦町立学校職員の服務に関する規程の一部改正について、琴浦町教育委員

会教育長への事務委任規則（平成 16 年琴浦町教育委員会規則第７号）第４条第

１項第２号の規定により専決したので、同条第２項の規定により別紙のとおり

報告します。

令和 ７ 年１０月２７日 報 告

琴浦町教育委員会教育長 河 原 裕 司

【参考】琴浦町教育委員会教育長への事務委任規則

(専決処分)

第４条 教育長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(１) 第２条第１項第５号の規定のうち、県費負担職員を除く職員の任免その他人事に関す

ること。

(２) 職員の昇給その他給与、服務に関すること。

(３) 第２条第１項第６号の規定のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 47 条

の５第２項の規定による学校運営協議会の委員の任命に関すること。

２ 教育長は、前項の規定により専決処分したときは、次の教育委員会においてこれを報告しな

ければならない。

14



琴浦町教育委員会訓令第 号

琴浦町立学校職員の服務に関する規程の一部を改正する訓令

琴浦町立学校職員の服務に関する規程（平成 16 年教育委員会訓令第４号）の一部を次のように改正

する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改

正する。

改正後 改正前

琴浦町立学校職員の服務に関する規程

様式第 13号（第 12 条関係）

子育て部分休暇承認請求書

（注）① 略

② 略

③ 該当する□には✔印を記入すること。

（子育て部分休暇承認申請書の裏面）

琴浦町立学校職員の服務に関する規程

様式第 13号（第 12条関係）

子育て部分休暇承認請求書

（注）① 略

② 略

③ 氏名を自署する場合には、押印を省略

することができる。

④ 該当する□には✔印を記入すること。

（子育て部分休暇承認申請書の裏面）

年 月 日

学校長 様

請求者 学校名

職

氏名

下記のとおり子育て部分休暇の承認を請求しま

す。

１ 請求

に係る子

略 ２ 請求者

以外の子の

親

略

３ 請求

区分

□第１種 子育て部分休暇（１日２

時間まで）

□第２種 子育て部分休暇（年 10日

まで）

４ 請求

期間

略

５ 備考 略

略

年 月 日

学校長 様

請求者 学校名

職

氏名 印

下記のとおり子育て部分休暇の承認を請求しま

す。

１ 請求

に係る子

略 ２ 請求者

以外の子の

親

略

（新設）

３ 請求

期間

略

４ 備考 略

略
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附 則

この訓令は、令和７年 10月１日から施行する。

様式第 26号（第 21 条関係）

部分休業承認請求書

（部分休業承認請求書の裏面）

様式第 26号（第 21条関係）

部分休業承認請求書

（部分休業承認請求書の裏面）

年 月 日

学校長 様

請求者 学校名

職

氏名

下記のとおり部分休業の承認を請求します。

１ 請求

に係る子

略

２ 請求

区分

□第１号 部分休業（１日２時間ま

で）

□第２号 部分休業（年 10 日まで）

３ 請求

期間及び

時間

略

４ 備考 略

（注）① 略

② 部分休業の承認が、職員からの申請

に基づき取り消された場合は、その旨

を裏面に記入すること。

③ 該当する□には✔印を記入するこ

と。

略

年 月 日

鳥取県教育委員会 様

請求者 学校名

職

氏名 印

下記のとおり部分休業の承認を請求します。

１ 請求

に係る子

略

（新設）

２ 請求

期間及び

時間

略

３ 備考 略

（注）① 略

② 氏名を自署する場合には、押印を省

略することができる。

③ 部分休業の承認が、職員からの申請

に基づき取り消された場合は、その旨

を裏面に記入すること。

④ 該当する□には✔印を記入するこ

と。

略
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